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市
民
と
の
協
働
を
進
め
る

た
め
に
、
市
で
保
有
す
る
青

色
回
転
灯
を
装
備
し
た
パ
ト

ロ
ー
ル
車
両
、
テ
ン
ト
や
展

示
パ
ネ
ル
な
ど
の
備
品
を
貸

出
す
事
業
が
出
来
な
い
か
。

　
市
長
　
車
以
外
の
備
品
に

つ
い
て
は
既
に
貸
出
し
を
行

っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を

知
っ
て
い
る
一
部
の
市
民
に

し
か
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
公
平
性
を

保
つ
意
味
で
、
も
っ
と
広
く

市
民
に
知
ら
せ
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
貸
出
し

に
関
す
る
ル
ー
ル
等
を
決
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
車
に

つ
い
て
は
損
害
賠
償
保
険
等

の
問
題
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
備
品
等
の
貸
出
し
に
つ
い

て
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
点
に
つ
い
て
、
実
施
に

向
け
、
検
討
を
指
示
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
学
校
教
育
の
現
状
と
課
題

　
市
有
財
産
の
貸
出
事
業 18

　
心
な
い
健
常
者
が
身
障
者

用
駐
車
場
に
停
め
て
し
ま
う
。

本
当
に
必
要
な
人
が
建
物
の

入
口
近
く
に
駐
車
で
き
る
よ

う
、
市
が
許
可
証
を
発
行
す

る
制
度
導
入
を
検
討
す
べ
き
。

　
福
祉
部
長
　
障
害
者
用
駐

車
場
の
適
正
な
利
用
へ
の
取

組
み
は
、
そ
の
表
示
を
大
き

く
し
た
り
、
誘
導
員
等
を
配

置
し
、
心
な
い
健
常
者
が
利

用
し
な
い
よ
う
に
す
る
等
が

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
適
切

な
障
害
者
用
駐
車
場
の
利
用

に
関
し
て
周
知
す
る
こ
と
も

大
切
で
あ
る
。
パ
ー
キ
ン

グ
・
パ
ー
ミ
ッ
ト
制
度
導
入

の
検
討
に
つ
い
て
は
広
域
的

に
取
組
ま
な
い
と
効
果
が
薄

い
ば
か
り
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
混
乱
を
招
く
こ
と
も
予

測
さ
れ
る
の
で
、
県
及
び
近

隣
市
町
の
動
向
を
見
な
が
ら
、

慎
重
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

　
ふ
れ
あ
い
拠
点
の
今
後

　
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト

　
蔵
造
り
通
り
に
面
す
る
仲

町
公
共
用
地
と
旧
笠
間
邸
を

通
り
抜
け
で
き
る
路
地
を
早

期
に
設
置
す
る
よ
う
求
め
る
。

　
産
業
観
光
部
長
　
旧
笠
間

家
住
宅
と
仲
町
公
共
用
地
の

工
事
が
終
了
す
る
と
、
観
光

ス
ポ
ッ
ト
の
多
い
一
番
街
と

大
正
浪
漫
夢
通
り
を
結
ぶ
回

遊
性
の
あ
る
通
り
が
で
き
て

利
便
性
が
高
ま
る
。
こ
の
事

業
は
地
域
活
性
化
経
済
危
機

対
策
臨
時
交
付
金
を
受
け
て

い
る
為
、
平
成
二
十
二
年
度

中
に
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
が
、
少
し
で
も
早
く
供
用

を
開
始
し
た
い
と
考
え
、
年

内
の
工
事
完
成
を
目
指
し
て

い
る
。
整
備
終
了
後
は
観
光

客
へ
の
観
光
案
内
機
能
や
無

料
休
憩
所
提
供
、
地
元
商
店

街
の
イ
ベ
ン
ト
で
の
利
用
等
、

多
目
的
な
活
用
が
で
き
る
よ

う
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
観
光
施
策

　
市
立
図
書
館
の
諸
問
題

▼
　
所
得
税
法
第
五
十
六
条

の
廃
止
を
求
め
る
請
願
書

　
　
　
　
　
　
―
不
採
択
―

　
平
成
二
十
一
年
第
五
回
定

例
会
で
継
続
審
査
と
し
た
請

願
を
二
月
十
二
日
に
総
務
常

任
委
員
会
で
審
査
し
、
不
採

択
と
し
ま
し
た
。
今
定
例
会

初
日
に
は
議
会
と
し
て
採
決

を
行
い
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

▼
　
川
越
市
大
字
下
老
袋
地

　
内
に
建
設
予
定
の
墓
地
に

　
対
し
て
反
対
を
求
め
る
請

　
願
書
　
　
―
継
続
審
査
―

　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

に
下
老
袋
自
治
会
会
長
　
新

井
征
男
氏
　
ほ
か
七
百
五
十

一
名
よ
り
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

【
請
願
内
容
】

要
旨
　
川
越
市
大
字
下
老
袋

弁
財
天
４
４
２
番
２
外
に
墓

地
が
建
設
予
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
当
地
域
は
、
良
好
な

住
環
境
で
あ
り
、
地
域
住
民

へ
の
新
た
な
負
担
や
精
神
的

な
苦
痛
は
計
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、

墓
地
建
設
計
画
の
申
請
を
許

可
し
な
い
よ
う
、
墓
地
建
設

計
画
地
百
ｍ
以
内
の
住
民
及

び
地
権
者
の
同
意
書
を
付
け

て
要
望
い
た
し
ま
す
。

理
由
１
　
川
越
市
墓
地
、
埋

葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例
第
３
条
第
２
号
で
は
「
住

宅
、
公
園
、
学
校
、
保
育
所
、

病
院
そ
の
他
の
規
則
で
定
め

る
施
設
か
ら
百
ｍ
以
上
離
れ

て
い
る
こ
と
。
」
と
墓
地
の

設
置
場
所
の
基
準
が
規
定
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
墓
地
建
設
計
画
地
百

ｍ
以
内
に
は
、
現
在
二
十
六

戸
の
住
宅
が
あ
り
、
墓
地
の

設
置
基
準
に
適
合
し
て
い
な

い
。

２
　
墓
地
建
設
に
よ
り
、
精

神
的
、
社
会
的
に
多
大
な
負

担
を
周
辺
住
民
と
地
域
に
強

い
ら
れ
、
そ
の
苦
痛
は
計
り

知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

３
　
墓
参
り
時
（
新
年
、
春

秋
の
彼
岸
、
お
盆
時
等
）
に

は
、
周
辺
道
路
の
交
通
渋
滞

並
び
に
交
通
事
故
の
危
険
が

予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
周
辺

地
域
の
治
安
、
防
犯
の
不
安

及
び
ゴ
ミ
、
鳥
獣
類
な
ど
に

よ
る
生
活
環
境
に
大
き
な
悪

影
響
を
与
え
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

４
　
当
地
区
に
は
既
に
川
越

聖
地
霊
園
、
共
同
墓
地
が
あ

り
、
こ
の
う
え
大
規
模
な
墓

地
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
は
、

周
辺
の
地
価
の
下
落
を
招
く

と
と
も
に
、
良
好
な
住
環
境

を
破
壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

▼
　
入
所
施
設
で
暮
ら
し
て

　
い
る
重
度
障
害
者
の
通

　
院
・
買
い
物
・
余
暇
活
動

　
等
を
支
援
す
る
ヘ
ル
パ
ー

　
制
度
の
拡
充
等
を
求
め
る

　
請
願
書
　
―
継
続
審
査
―

　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

に
皆
の
郷
を
さ
さ
え
る
会
　

会
長
　
長
野
佳
代
氏
　
ほ
か

九
団
体
よ
り
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

【
請
願
内
容
】

内
容
１
　
入
所
施
設
で
暮
ら

す
障
害
者
が
ヘ
ル
パ
ー
制
度

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
国

に
対
し
て
川
越
市
か
ら
要
望

を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

２
　
川
越
市
障
害
者
移
動
支

援
事
業
に
つ
い
て
、
要
綱
の

内
容
の
通
り
、
入
所
施
設
で

暮
ら
す
重
度
障
害
者
も
利
用

で
き
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

趣
旨
　
現
在
川
越
市
に
は
、

入
所
支
援
施
設
が
六
ヶ
所
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ケ
ア
ホ
ー

ム
が
十
七
ヶ
所
あ
り
ま
す
。

重
度
障
害
者
の
働
く
場
と
暮

ら
す
場
は
、
一
定
整
備
が
す

す
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、
重

度
障
害
者
の
通
院
・
買
い

物
・
余
暇
活
動
等
を
可
能
に

す
る
制
度
は
ま
だ
ま
だ
不
十

分
で
す
。

　
障
害
者
の
移
動
や
外
出
の

支
援
に
は
、
障
害
者
自
立
支

援
法
の
介
護
給
付
の
制
度
と

し
て
、
居
宅
介
護
と
行
動
援

護
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ

れ
ら
だ
け
で
は
支
援
の
内
容

が
不
十
分
で
あ
り
、
加
え
て

入
所
施
設
で
の
ヘ
ル
パ
ー
制

度
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
な

　
ご
み
質
が
基
準
で
あ
る
ご

み
処
理
を
、
新
し
く
開
設
し

た
「
資
源
化
セ
ン
タ
ー
」
で

二
十
年
間
稼
動
し
た
時
の
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
ど
の
く

ら
い
に
な
る
の
か
？

　
環
境
部
長
　
熱
回
収
施
設

の
維
持
管
理
費
を
メ
ー
カ
ー

保
証
と
な
る
年
二
百
八
十
日

稼
働
、
七
万
四
千
二
百
ト
ン

処
理
の
場
合
で
算
出
す
る
と
、

基
準
ご
み
質
の
ご
み
処
理
時

に
お
け
る
人
件
費
、
用
役
費

及
び
定
期
補
修
費
の
ト
ン
当

た
り
予
算
総
額
は
、
二
十
二

年
度
当
初
で
約
六
千
六
百
円
、

メ
ー
カ
ー
保
証
完
了
後
の
二

十
五
年
度
は
約
一
万
一
千
七

百
円
と
想
定
さ
れ
る
。
従
っ

て
、
都
市
ガ
ス
や
下
水
道
等

の
料
金
改
定
で
変
動
す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
二
十
二
年

度
以
後
二
十
年
間
の
ラ
ン
ニ

ン
グ
コ
ス
ト
を
約
百
七
十
三

億
円
程
度
と
見
込
ん
で
い
る
。

　
川
越
市
の
ご
み
問
題

19

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
率

は
五
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
、

先
進
国
で
最
悪
の
水
準
と
の

報
道
だ
が
、
母
子
家
庭
に
対

す
る
支
援
の
拡
充
の
考
え
を

お
た
ず
ね
し
た
い
。

　
福
祉
部
長
　
平
成
十
四
年

の
母
子
寡
婦
福
祉
法
等
の
改

正
で
給
付
中
心
の
支
援
か
ら

総
合
的
な
自
立
支
援
へ
と
転

換
さ
れ
た
。
本
市
も
個
々
の

事
例
に
則
し
た
細
や
か
な
支

援
体
制
の
充
実
に
努
め
て
き

た
。
今
後
は
母
子
自
立
支
援

員
と
就
業
相
談
員
の
連
携
を

強
化
し
、
一
貫
し
た
相
談
支

援
体
制
の
充
実
に
努
め
た
い
。

ま
た
、
昨
年
の
ニ
ー
ズ
調
査

で
公
的
制
度
の
利
用
・
認
知

状
況
を
尋
ね
た
が
大
変
低
い

結
果
が
出
た
の
で
、
母
子
家

庭
の
各
種
支
援
策
の
周
知
と

利
用
促
進
に
一
層
努
め
た
い
。

　
学
童
保
育

　
母
子
家
庭
へ
の
支
援

　
未
就
学
児
童
へ
の
対
策

　
ガ
ス
化
溶
融
炉
は
新
し
い

技
術
で
危
険
性
へ
の
対
応
も

さ
れ
て
い
る
が
、
万
一
の
事

故
の
時
に
メ
ー
カ
ー
の
管
理

な
ど
情
報
公
開
の
対
応
は
。

　
環
境
部
長
　
事
故
が
発
生

し
た
際
は
、
施
設
管
理
者
等

が
事
故
の
原
因
要
因
を
的
確

に
把
握
し
、
的
確
な
指
示
や

対
応
が
行
え
る
よ
う
、
連
絡

系
統
を
明
確
に
し
て
対
応
す

る
。
ま
た
、
プ
ラ
ン
ト
施
設

全
体
の
運
転
を
制
御
し
て
い

る
装
置
の
操
作
画
面
を
市
の

管
理
事
務
所
で
も
確
認
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

事
故
の
初
期
段
階
か
ら
状
況

を
把
握
で
き
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。
な
お
、
事
故
の
原

因
に
つ
い
て
は
、
運
転
管
理

を
委
託
し
て
い
る
業
者
か
ら

報
告
を
徴
収
す
る
な
ど
、
適

切
な
情
報
管
理
及
び
公
開
を

行
っ
て
い
き
た
い
。

　
資
源
化
セ
ン
タ
ー
諸
問
題

　
交
通
施
策
の
充
実
を

23

　
耐
震
で
問
題
の
あ
る
市
役

所
、
消
防
本
部
が
災
害
対
策

本
部
に
使
用
で
き
な
い
時
、

総
合
体
育
館
に
災
害
対
策
本

部
を
置
く
よ
う
に
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

　
大
野
副
市
長
　
川
越
市
地

域
防
災
計
画
で
は
、
災
害
対

策
本
部
は
本
庁
舎
に
置
く
が
、

仮
に
本
庁
舎
が
地
震
で
被
害

を
受
け
、
本
部
を
設
置
で
き

な
い
場
合
は
代
替
施
設
を
選

定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
総
合

体
育
館
は
地
域
防
災
計
画
で
、

災
害
時
援
助
物
資
の
集
積
場

や
中
継
基
地
と
な
る
物
資
拠

点
の
位
置
づ
け
だ
が
、
比
較

的
に
市
内
で
は
新
し
い
建
物

で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
災
害

対
策
本
部
の
代
替
施
設
の
候

補
地
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
地
震
に
は
日
頃
か

ら
の
準
備
が
重
要
で
あ
る
為
、

十
分
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
地
震
災
害
対
策

　
産
業
振
興
諸
問
題

22

日
本
共
産
党

　 

川
　
口
　
知
　
子

思
い
や
り
駐
車
制
度
導
入
を

　 21

民
主
党
　 

山
　
木
　
綾
　
子

新
清
掃
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

20

日
本
共
産
党

　 

本
　
山
　
修
　
一

通
り
抜
け
で
き
る
路
地
の
設
置

公
明
党
　 

清
　
水
　
京
　
子

母
子
家
庭
に
支
援
の
拡
充
を

　

公
明
党
　 

小
ノ
澤
　
哲
　
也

青
色
回
転
灯
装
備
車
等
の
貸
出

日
本
共
産
党

　 

柿
　
田
　
有
　
一

危
機
管
理
体
制
は
十
分
か

　
　

問答問答

質問 質問 質問質問質問

問答

質問 質問

質問質問 質問

問答問答

質問 質問

問答

質問 質問

問答

日
本
共
産
党

　 

佐
　
藤
　
恵
　
士

想
定
さ
れ
る
地
震
災
害
対
策

24

　
体
系
立
て
て
、
市
民
合
意

の
下
施
策
を
進
め
る
た
め
に

市
や
学
校
・
地
域
住
民
等
の

責
務
を
明
示
し
、
青
少
年
の

育
成
に
関
し
、
市
独
自
の
条

例
を
制
定
す
べ
き
で
な
い
か
。

　
市
長
※
　
こ
れ
ま
で
は
国

や
県
と
の
連
携
の
下
、
青
少

年
育
成
体
制
の
充
実
・
非
行

防
止
対
策
・
青
少
年
自
主
活

動
の
推
進
を
実
施
す
る
中
で
、

独
自
に
条
例
を
制
定
す
る
特

段
の
理
由
が
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
た
め
、
こ
の
件
を
青
少

年
問
題
協
議
会
の
審
議
事
項

と
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
。

し
か
し
、
青
少
年
の
健
全
育

成
は
市
の
責
務
で
あ
り
、
現

在
制
定
さ
れ
て
い
る
埼
玉
県

条
例
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

い
問
題
や
、
青
少
年
に
関
わ

る
本
市
固
有
の
課
題
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
そ
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

　
青
少
年
健
全
育
成
条
例

問答

質問

無
所
属
　 

川
　
口
　
啓
　
介

川
越
市
独
自
の
条
例
制
定
を
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市
民
と
の
協
働
を
進
め
る

た
め
に
、
市
で
保
有
す
る
青

色
回
転
灯
を
装
備
し
た
パ
ト

ロ
ー
ル
車
両
、
テ
ン
ト
や
展

示
パ
ネ
ル
な
ど
の
備
品
を
貸

出
す
事
業
が
出
来
な
い
か
。

　
市
長
　
車
以
外
の
備
品
に

つ
い
て
は
既
に
貸
出
し
を
行

っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を

知
っ
て
い
る
一
部
の
市
民
に

し
か
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
公
平
性
を

保
つ
意
味
で
、
も
っ
と
広
く

市
民
に
知
ら
せ
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
貸
出
し

に
関
す
る
ル
ー
ル
等
を
決
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
車
に

つ
い
て
は
損
害
賠
償
保
険
等

の
問
題
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
備
品
等
の
貸
出
し
に
つ
い

て
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
点
に
つ
い
て
、
実
施
に

向
け
、
検
討
を
指
示
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
学
校
教
育
の
現
状
と
課
題

　
市
有
財
産
の
貸
出
事
業 18

　
心
な
い
健
常
者
が
身
障
者

用
駐
車
場
に
停
め
て
し
ま
う
。

本
当
に
必
要
な
人
が
建
物
の

入
口
近
く
に
駐
車
で
き
る
よ

う
、
市
が
許
可
証
を
発
行
す

る
制
度
導
入
を
検
討
す
べ
き
。

　
福
祉
部
長
　
障
害
者
用
駐

車
場
の
適
正
な
利
用
へ
の
取

組
み
は
、
そ
の
表
示
を
大
き

く
し
た
り
、
誘
導
員
等
を
配

置
し
、
心
な
い
健
常
者
が
利

用
し
な
い
よ
う
に
す
る
等
が

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
適
切

な
障
害
者
用
駐
車
場
の
利
用

に
関
し
て
周
知
す
る
こ
と
も

大
切
で
あ
る
。
パ
ー
キ
ン

グ
・
パ
ー
ミ
ッ
ト
制
度
導
入

の
検
討
に
つ
い
て
は
広
域
的

に
取
組
ま
な
い
と
効
果
が
薄

い
ば
か
り
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
混
乱
を
招
く
こ
と
も
予

測
さ
れ
る
の
で
、
県
及
び
近

隣
市
町
の
動
向
を
見
な
が
ら
、

慎
重
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

　
ふ
れ
あ
い
拠
点
の
今
後

　
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト

　
蔵
造
り
通
り
に
面
す
る
仲

町
公
共
用
地
と
旧
笠
間
邸
を

通
り
抜
け
で
き
る
路
地
を
早

期
に
設
置
す
る
よ
う
求
め
る
。

　
産
業
観
光
部
長
　
旧
笠
間

家
住
宅
と
仲
町
公
共
用
地
の

工
事
が
終
了
す
る
と
、
観
光

ス
ポ
ッ
ト
の
多
い
一
番
街
と

大
正
浪
漫
夢
通
り
を
結
ぶ
回

遊
性
の
あ
る
通
り
が
で
き
て

利
便
性
が
高
ま
る
。
こ
の
事

業
は
地
域
活
性
化
経
済
危
機

対
策
臨
時
交
付
金
を
受
け
て

い
る
為
、
平
成
二
十
二
年
度

中
に
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
が
、
少
し
で
も
早
く
供
用

を
開
始
し
た
い
と
考
え
、
年

内
の
工
事
完
成
を
目
指
し
て

い
る
。
整
備
終
了
後
は
観
光

客
へ
の
観
光
案
内
機
能
や
無

料
休
憩
所
提
供
、
地
元
商
店

街
の
イ
ベ
ン
ト
で
の
利
用
等
、

多
目
的
な
活
用
が
で
き
る
よ

う
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
観
光
施
策

　
市
立
図
書
館
の
諸
問
題

▼
　
所
得
税
法
第
五
十
六
条

の
廃
止
を
求
め
る
請
願
書

　
　
　
　
　
　
―
不
採
択
―

　
平
成
二
十
一
年
第
五
回
定

例
会
で
継
続
審
査
と
し
た
請

願
を
二
月
十
二
日
に
総
務
常

任
委
員
会
で
審
査
し
、
不
採

択
と
し
ま
し
た
。
今
定
例
会

初
日
に
は
議
会
と
し
て
採
決

を
行
い
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

▼
　
川
越
市
大
字
下
老
袋
地

　
内
に
建
設
予
定
の
墓
地
に

　
対
し
て
反
対
を
求
め
る
請

　
願
書
　
　
―
継
続
審
査
―

　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

に
下
老
袋
自
治
会
会
長
　
新

井
征
男
氏
　
ほ
か
七
百
五
十

一
名
よ
り
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

【
請
願
内
容
】

要
旨
　
川
越
市
大
字
下
老
袋

弁
財
天
４
４
２
番
２
外
に
墓

地
が
建
設
予
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
当
地
域
は
、
良
好
な

住
環
境
で
あ
り
、
地
域
住
民

へ
の
新
た
な
負
担
や
精
神
的

な
苦
痛
は
計
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、

墓
地
建
設
計
画
の
申
請
を
許

可
し
な
い
よ
う
、
墓
地
建
設

計
画
地
百
ｍ
以
内
の
住
民
及

び
地
権
者
の
同
意
書
を
付
け

て
要
望
い
た
し
ま
す
。

理
由
１
　
川
越
市
墓
地
、
埋

葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例
第
３
条
第
２
号
で
は
「
住

宅
、
公
園
、
学
校
、
保
育
所
、

病
院
そ
の
他
の
規
則
で
定
め

る
施
設
か
ら
百
ｍ
以
上
離
れ

て
い
る
こ
と
。
」
と
墓
地
の

設
置
場
所
の
基
準
が
規
定
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
墓
地
建
設
計
画
地
百

ｍ
以
内
に
は
、
現
在
二
十
六

戸
の
住
宅
が
あ
り
、
墓
地
の

設
置
基
準
に
適
合
し
て
い
な

い
。

２
　
墓
地
建
設
に
よ
り
、
精

神
的
、
社
会
的
に
多
大
な
負

担
を
周
辺
住
民
と
地
域
に
強

い
ら
れ
、
そ
の
苦
痛
は
計
り

知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

３
　
墓
参
り
時
（
新
年
、
春

秋
の
彼
岸
、
お
盆
時
等
）
に

は
、
周
辺
道
路
の
交
通
渋
滞

並
び
に
交
通
事
故
の
危
険
が

予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
周
辺

地
域
の
治
安
、
防
犯
の
不
安

及
び
ゴ
ミ
、
鳥
獣
類
な
ど
に

よ
る
生
活
環
境
に
大
き
な
悪

影
響
を
与
え
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

４
　
当
地
区
に
は
既
に
川
越

聖
地
霊
園
、
共
同
墓
地
が
あ

り
、
こ
の
う
え
大
規
模
な
墓

地
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
は
、

周
辺
の
地
価
の
下
落
を
招
く

と
と
も
に
、
良
好
な
住
環
境

を
破
壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

▼
　
入
所
施
設
で
暮
ら
し
て

　
い
る
重
度
障
害
者
の
通

　
院
・
買
い
物
・
余
暇
活
動

　
等
を
支
援
す
る
ヘ
ル
パ
ー

　
制
度
の
拡
充
等
を
求
め
る

　
請
願
書
　
―
継
続
審
査
―

　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

に
皆
の
郷
を
さ
さ
え
る
会
　

会
長
　
長
野
佳
代
氏
　
ほ
か

九
団
体
よ
り
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

【
請
願
内
容
】

内
容
１
　
入
所
施
設
で
暮
ら

す
障
害
者
が
ヘ
ル
パ
ー
制
度

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
国

に
対
し
て
川
越
市
か
ら
要
望

を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

２
　
川
越
市
障
害
者
移
動
支

援
事
業
に
つ
い
て
、
要
綱
の

内
容
の
通
り
、
入
所
施
設
で

暮
ら
す
重
度
障
害
者
も
利
用

で
き
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

趣
旨
　
現
在
川
越
市
に
は
、

入
所
支
援
施
設
が
六
ヶ
所
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ケ
ア
ホ
ー

ム
が
十
七
ヶ
所
あ
り
ま
す
。

重
度
障
害
者
の
働
く
場
と
暮

ら
す
場
は
、
一
定
整
備
が
す

す
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、
重

度
障
害
者
の
通
院
・
買
い

物
・
余
暇
活
動
等
を
可
能
に

す
る
制
度
は
ま
だ
ま
だ
不
十

分
で
す
。

　
障
害
者
の
移
動
や
外
出
の

支
援
に
は
、
障
害
者
自
立
支

援
法
の
介
護
給
付
の
制
度
と

し
て
、
居
宅
介
護
と
行
動
援

護
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ

れ
ら
だ
け
で
は
支
援
の
内
容

が
不
十
分
で
あ
り
、
加
え
て

入
所
施
設
で
の
ヘ
ル
パ
ー
制

度
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
な

　
ご
み
質
が
基
準
で
あ
る
ご

み
処
理
を
、
新
し
く
開
設
し

た
「
資
源
化
セ
ン
タ
ー
」
で

二
十
年
間
稼
動
し
た
時
の
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
ど
の
く

ら
い
に
な
る
の
か
？

　
環
境
部
長
　
熱
回
収
施
設

の
維
持
管
理
費
を
メ
ー
カ
ー

保
証
と
な
る
年
二
百
八
十
日

稼
働
、
七
万
四
千
二
百
ト
ン

処
理
の
場
合
で
算
出
す
る
と
、

基
準
ご
み
質
の
ご
み
処
理
時

に
お
け
る
人
件
費
、
用
役
費

及
び
定
期
補
修
費
の
ト
ン
当

た
り
予
算
総
額
は
、
二
十
二

年
度
当
初
で
約
六
千
六
百
円
、

メ
ー
カ
ー
保
証
完
了
後
の
二

十
五
年
度
は
約
一
万
一
千
七

百
円
と
想
定
さ
れ
る
。
従
っ

て
、
都
市
ガ
ス
や
下
水
道
等

の
料
金
改
定
で
変
動
す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
二
十
二
年

度
以
後
二
十
年
間
の
ラ
ン
ニ

ン
グ
コ
ス
ト
を
約
百
七
十
三

億
円
程
度
と
見
込
ん
で
い
る
。

　
川
越
市
の
ご
み
問
題

19

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
率

は
五
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
、

先
進
国
で
最
悪
の
水
準
と
の

報
道
だ
が
、
母
子
家
庭
に
対

す
る
支
援
の
拡
充
の
考
え
を

お
た
ず
ね
し
た
い
。

　
福
祉
部
長
　
平
成
十
四
年

の
母
子
寡
婦
福
祉
法
等
の
改

正
で
給
付
中
心
の
支
援
か
ら

総
合
的
な
自
立
支
援
へ
と
転

換
さ
れ
た
。
本
市
も
個
々
の

事
例
に
則
し
た
細
や
か
な
支

援
体
制
の
充
実
に
努
め
て
き

た
。
今
後
は
母
子
自
立
支
援

員
と
就
業
相
談
員
の
連
携
を

強
化
し
、
一
貫
し
た
相
談
支

援
体
制
の
充
実
に
努
め
た
い
。

ま
た
、
昨
年
の
ニ
ー
ズ
調
査

で
公
的
制
度
の
利
用
・
認
知

状
況
を
尋
ね
た
が
大
変
低
い

結
果
が
出
た
の
で
、
母
子
家

庭
の
各
種
支
援
策
の
周
知
と

利
用
促
進
に
一
層
努
め
た
い
。

　
学
童
保
育

　
母
子
家
庭
へ
の
支
援

　
未
就
学
児
童
へ
の
対
策

　
ガ
ス
化
溶
融
炉
は
新
し
い

技
術
で
危
険
性
へ
の
対
応
も

さ
れ
て
い
る
が
、
万
一
の
事

故
の
時
に
メ
ー
カ
ー
の
管
理

な
ど
情
報
公
開
の
対
応
は
。

　
環
境
部
長
　
事
故
が
発
生

し
た
際
は
、
施
設
管
理
者
等

が
事
故
の
原
因
要
因
を
的
確

に
把
握
し
、
的
確
な
指
示
や

対
応
が
行
え
る
よ
う
、
連
絡

系
統
を
明
確
に
し
て
対
応
す

る
。
ま
た
、
プ
ラ
ン
ト
施
設

全
体
の
運
転
を
制
御
し
て
い

る
装
置
の
操
作
画
面
を
市
の

管
理
事
務
所
で
も
確
認
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

事
故
の
初
期
段
階
か
ら
状
況

を
把
握
で
き
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。
な
お
、
事
故
の
原

因
に
つ
い
て
は
、
運
転
管
理

を
委
託
し
て
い
る
業
者
か
ら

報
告
を
徴
収
す
る
な
ど
、
適

切
な
情
報
管
理
及
び
公
開
を

行
っ
て
い
き
た
い
。

　
資
源
化
セ
ン
タ
ー
諸
問
題

　
交
通
施
策
の
充
実
を

23

　
耐
震
で
問
題
の
あ
る
市
役

所
、
消
防
本
部
が
災
害
対
策

本
部
に
使
用
で
き
な
い
時
、

総
合
体
育
館
に
災
害
対
策
本

部
を
置
く
よ
う
に
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

　
大
野
副
市
長
　
川
越
市
地

域
防
災
計
画
で
は
、
災
害
対

策
本
部
は
本
庁
舎
に
置
く
が
、

仮
に
本
庁
舎
が
地
震
で
被
害

を
受
け
、
本
部
を
設
置
で
き

な
い
場
合
は
代
替
施
設
を
選

定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
総
合

体
育
館
は
地
域
防
災
計
画
で
、

災
害
時
援
助
物
資
の
集
積
場

や
中
継
基
地
と
な
る
物
資
拠

点
の
位
置
づ
け
だ
が
、
比
較

的
に
市
内
で
は
新
し
い
建
物

で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
災
害

対
策
本
部
の
代
替
施
設
の
候

補
地
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
地
震
に
は
日
頃
か

ら
の
準
備
が
重
要
で
あ
る
為
、

十
分
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
地
震
災
害
対
策

　
産
業
振
興
諸
問
題

22

日
本
共
産
党

　 

川
　
口
　
知
　
子

思
い
や
り
駐
車
制
度
導
入
を

　 21

民
主
党
　 

山
　
木
　
綾
　
子

新
清
掃
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

20

日
本
共
産
党

　 

本
　
山
　
修
　
一

通
り
抜
け
で
き
る
路
地
の
設
置

公
明
党
　 

清
　
水
　
京
　
子

母
子
家
庭
に
支
援
の
拡
充
を

　

公
明
党
　 

小
ノ
澤
　
哲
　
也

青
色
回
転
灯
装
備
車
等
の
貸
出

日
本
共
産
党

　 

柿
　
田
　
有
　
一

危
機
管
理
体
制
は
十
分
か

　
　

問答問答

質問 質問 質問質問質問

問答

質問 質問

質問質問 質問

問答問答

質問 質問

問答

質問 質問

問答

日
本
共
産
党

　 

佐
　
藤
　
恵
　
士

想
定
さ
れ
る
地
震
災
害
対
策

24

　
体
系
立
て
て
、
市
民
合
意

の
下
施
策
を
進
め
る
た
め
に

市
や
学
校
・
地
域
住
民
等
の

責
務
を
明
示
し
、
青
少
年
の

育
成
に
関
し
、
市
独
自
の
条

例
を
制
定
す
べ
き
で
な
い
か
。

　
市
長
※
　
こ
れ
ま
で
は
国

や
県
と
の
連
携
の
下
、
青
少

年
育
成
体
制
の
充
実
・
非
行

防
止
対
策
・
青
少
年
自
主
活

動
の
推
進
を
実
施
す
る
中
で
、

独
自
に
条
例
を
制
定
す
る
特

段
の
理
由
が
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
た
め
、
こ
の
件
を
青
少

年
問
題
協
議
会
の
審
議
事
項

と
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
。

し
か
し
、
青
少
年
の
健
全
育

成
は
市
の
責
務
で
あ
り
、
現

在
制
定
さ
れ
て
い
る
埼
玉
県

条
例
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

い
問
題
や
、
青
少
年
に
関
わ

る
本
市
固
有
の
課
題
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
そ
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

　
青
少
年
健
全
育
成
条
例

問答

質問

無
所
属
　 

川
　
口
　
啓
　
介

川
越
市
独
自
の
条
例
制
定
を

25

請 

願

議議
会会
情情
報報


